
　9月3日（水）、石垣市市民会館中ホールにて令和7年度八重山地区労働衛生大会を行い、46事業
所85名が参加しました。
八重山地域産業保健センターの宮良代表の開会あいさつの後、労働基準協会八重山支部安全衛生
部会員を筆頭に、参加者全員で全国労働衛生週間のスローガンの指差唱和を行い労働衛生の意識を

高めました。
主催者を代表して米盛労働基準協会八重山支部長があいさつの中で「この大会を機に職場における

労働衛生の意識をより一層高めるとともに、労使一体となって職場環境の改善に向けて取り組みを強
化することを期待したい。」と呼び掛けました。
津田八重山労働基準監督署長、中山八重山市町会会長代理の宮良石垣市農水商工部長及び髙江洲

沖縄県八重山事務所長から来賓あいさつがありました。そして同監督署神谷監督・安衛課長からは労働衛生週間の取り組み
について説明がありました。
その後、産保センターメンタルヘルス対策・両立支援促進員の御子柴由紀子氏より「誰もがいききいきと安心して働ける職
場づくりに向けて」と題した講演があり、八重山保健所健康推進班班長竹本のぞみ氏からは「脂質異常症」の特別講演が行

われ、健康管理と生活習慣病の重要性
についての説明がありました。
大会宣言は、建災防沖縄県支部八重
山分会の照屋副分会長により読み上げ
られ、参加者全員の総意により採択さ
れました。最後に港災防沖縄総支部八
重山支部の高那支部長の閉会あいさつ
で健康職場を誓いました。

本年６月12日の総会まで八重山支部長を務めていただいた宮良博文

氏は病気療養中のところ、６月21日に逝去されました。

平成15年に当協会八重山支部の運営委員に就任され、平成16年から7

年間副支部長を経て平成23年より支部長を務め、長年にわたり、当協会

全体の活動や助言指導を行ってきました。さらに長期間、玉掛けを始

め、多くの技能講習の講師を務め八重山地区の事業場の資格取得及び

安全意識の高揚と安全衛生水準の向上に尽力していただきました。

今年度９月の全国産業安全衛生大会では緑十字賞の受賞が決定して

いたところ、奥様の宮良久美子様が授賞式に出席されました。

これまでの多大なる貢献とその功績に感謝するとともに、故人のご冥

福を会員一同心よりお祈り申し上げます。

【宮良博文前八重山支部長を悼む】

八重山地区

 年次有給休暇 を上手に活用し働き方・休み方を見直しましょう
●「年次有給休暇の計画的付与制度」を導入しましょう。
●年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式を活用すれば休暇の分散化にもつながります。

●働き方・休み方改善ポータルサイト　https://work-holiday.mhlw.go.jp/

年次有給休暇取得促進特設サイト
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2）日数 付与日数から５日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。

年次有給休暇の付与日数が10日の労働者 年次有給休暇の付与日数が20日の労働者

◎前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から５日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。

例 1 例 2

5日 5日 15日 5日
事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる 事業主が計画的に付与できる 労働者が自由に取得できる

3）活用方法
方式 年次有給休暇の付与の方法 適した事業場、活用事例

企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。

全従業員に対して同一の日に付与

班・グループ別に交替で付与

個人別に付与

製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用

流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用

年次有給休暇付与計画表により各人の年次有給休暇を指定

一斉付与方式
交替制付与方式
個人別付与方式

　「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除い
た残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる
制度です。この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予
定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。

年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。

 年次有給休暇 を上手に活用し
働き方・休み方を見直しましょう

年次有給休暇を土日と組み合わせると、連続休暇になります。
また、      点囲みのような日に年次有給休暇をさらに組み
合わせること（プラスワン休暇）も考えられます。

例えば、毎週金曜日に
年次有給休暇の計画的付与を活用すると？

1）年次有給休暇付与計画表による
　 個人別付与方式の導入例
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年休の計画的付与期間

この期間に個人ごとに
計画年休を取得

スポーツの日 プラスワン休暇

それぞれの方式に関する労使協定や就業規則などの例は
『年次有給休暇取得促進特設サイト』をご確認ください ▶ 年休取得促進

特設サイト

年５日の年次有給休暇を確実に取得しましょう。

年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。
労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。

全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要です。

労使協定によって時間単位の年次有給休暇の活用もできます。

※分単位など時間未満の単位での取得は認められません。また、時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な 5日間から差し引くことはできません。

「うちなー健康経営推進団体」に「うちなー健康経営推進団体」に
認証されました！認証されました！

　当協会は令和７年８月20日、「令和７年度うち
なー健康経営推進事業」のひとつである「うちなー
健康経営推進団体」に認証されました。
　今後、会員事業場向けに、健康づくりに関するセ
ミナーやイベントを開催し、健康経営推進へのきっ
かけ作りなどを支援するほか、職場の健康づくり
の輪を会員へ広げる活動を推進していきます。
　事業場内での展開を検討される会員の皆様は協
会本部へお問い合わせください。
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